
「令和 6 年（2024 年）度  奨学生募集要項」  

 

（公財）広島国泰寺高等学校鯉城同窓会奨学財団  

                                                                       代表理事   細  川   匡  

 

 当奨学財団は、㈱カルビ一創業家 2 代目である広島国泰寺高等学校昭和 29 年卒  故松尾  聰氏から「奨学金原

資を寄附する」との申出により、平成 26 年 8 月に一般財団法人を設立、同年 12 月に公益財団法人として認定さ

れ、初めての事業として平成 27 年に姉妹提携校である BCA 校との交流事業への支援を実施して以来、10 年にわ

たり奨学金給付事業を実施してきています。  

当財団の目的は、故松尾氏の想いである“若者の『ゆめの実現』を支援”することにあり、国内外で活躍する人財

の輩出を目指すものです。  

令和 6 年は事業開始 10 年目と云う節目を迎える年に当たり、国際社会で活躍することを“ゆめ”に掲げる青少年

が、国内外の教育機関においてより高度な知識を修得するなど、「高い志がある者の『ゆめの実現』に寄与する」を

理念とし、『資質能力を備え、世界に翔たく若者の育成』を掲げ、次の事業を実施します。  

 

 

１  奨学金概要  

 ⑴  給付類型  

区  分  給付対象  給付額  募集人数  

A 型「留学・研修」 ・将来的に国際間で活躍すること

を目的とし、高度な知識を修得

するため、国内外の大学等・大

学院等で修学する者  

・国際間での活躍を目指し、語学

力 及 び 資 質 能 力 の 向 上 を 図 る

ため、国内外の研修機関で語学

研修を含め、各種研修を受講し

ようとする者  

・給付額については、次の

とおりである  

 

・給付額は、各類型ともに

提出された書類を 1 件

ず つ 慎 重 に 審 議 し た 上

で決定する  

・但し、事業予算の範囲内

とする  

 

・なお、A 型については、

渡航費及び留学授業料・

研修参加費等を加味し、

上限を 50 万円とする  

 

・募集人数は、A 型、B 型

について、いずれも若干

名とする  

・ 応 募 者 は 示 さ れ た 必 要

書 類 を 期 日 ま で に 事 務

局に郵送する  

・ 後 日 開 催 す る 選 考 委 員

会 に 置 い て 書 類 審 査 及

び面接を経て、奨学生の

認定を行う  

・奨学生認定人数は、予算

の範囲内とする  

 

B 型「修学支援」  ・経済的理由から修学が困難な環

境にある者で、高い志を持ち、

自らの「ゆめの実現」に向かっ

て邁進しようとする者  

C 型「その他」  ・理事長が必要と認めた者  

 

 ⑵  応募しようとする者は、２の「応募資格」をよく読み、志願書等の必要書類を整え、事務局に郵送する。  

⑶  応募期間：令和 6 年（2024 年）５月 1 日～令和 6 年（2024 年）６月 30 日  

 ⑷  給付方法：奨学生として決定した者の本人名義の口座に一括振込をする。  



２  応募資格  

 

区  分  応募資格  

「共通」  ⑴国内外で活躍したい等の高い志を持ち、自身の夢の実現を図ろうとする者  

⑵国内外での修学に必要な資質能力（知・徳・体など）をバランスよく備えている者  

⑶広島国泰寺高等学校に在籍又は過去在籍（卒業生）したことがある者  

⑷28 歳までの者（卒業後 10 年程度とする）  

⑸当財団から支援を受けたことがない者  

・広島国泰寺高等学校在学中に学校長からの指名による支援（コロナ禍による修学支援及び海

外交流事業への参加）を除く  

⑹日本学生支援機構を含む他の奨学金との併用については、これを可とする  

・貸与型奨学金、給付型奨学金、国の修学支援制度による授業料等減免、大学独自の修学支援

制度等との併用はいずれも可である  

A 型  

「留学・研修」 

 

 

⑴教育・研究活動において、国際的な評価が高い海外の大学・大学院へ留学しようとする者  

⑵国際社会で活躍するために必要な資質能力を修得するため海外研修に参加しようとする者  

⑶留学及び研修等の期間が終了または終了間近なものについては、これを受け付けない  

・期間の判断が難しい場合は、事前に当財団事務局まで問い合せる  

B 型  

「修学支援」  

 

⑴高い志のもと、自身の「ゆめ」に向かって学びを修めようとする強い意志を持った者  

⑵高い志を持つ者で、経済的に修学が困難な環境にある者  

⑶家族の収入証明書を提出する  

・収入証明取得の判断が難しい場合は、事前に当財団事務局まで問い合せる  

C 型  

「その他、理事

長 が 必 要 と 認

めた者」  

⑴上記応募資格に欠格事項がある場合、理事長が必要と判断した案件の再考を指示できる  

・理事長は再考の判断理由を明確にし、選考委員会に差し戻すことができる  

⑵理事長が検討を必要とする案件が生じた場合は、これを理事会に諮り検討することができる  

・理事会で必要であると判断された場合は、選考委員会で検討し理事会に上申する  

 

 

３  選考・採用内定  

 ⑴  応募書類を以って、学識経験（主として教育関係者）を含む選考委員若干名により選考する。  

  ・選考委員会は、「第 1 段階  書類審査」、「第 2 段階  面接」、「第 3 段階  審議」を経て奨学生候補者を決定  

する。  

  ・選考委員長は、理事会に出席し選考結果を上申する。  

  ・理事会は、上申された奨学生候補者について審議し、奨学生として決定する。  

⑵  選考結果は、令和 6 年（2024 年）7 月末までに本人宛に通知する。  

 ・奨学生に認定した者に対し、奨学生決定通知書及び誓約書・振込口座等の必要書類を郵送する。  

 ⑶  奨学生に認定された者は、次の書類を指定期日までに事務局に郵送する。  

・誓約書および同意書の提出（誓約書は本人記載、同意書は保護者記載）  

・奨学金の振込先情報の提出（本人口座に限る）  

 



4 募集期間  

 ⑴  募集期間：令和 6 年（2024 年）5 月 1 日（水）～令和 6 年（2024）年 6 月 30 日（日）（郵送消印有効）  

  ※募集要項の周知については、広島県立広島国泰寺高等学校生へは令和６年（2024 年）3 月末日までとし、過

年度卒業生への募集要項の周知については電子公告とする。  

 

５  奨学生の義務  

 ⑴  奨学生は、当該年度の留学・研修及び修学が終了した時点で、それぞれが学んだことについて報告書を作  

成し提出する。  

  ・報告書の様式は問わないが、修学期間、学んだことの内容、自身の将来への展望等について報告書と  

して作成すること  

  ・留学・研修及び修学の結果としての「成績証明書」を提出すること  

・当財団が提示するアンケート（奨学金給付期間終了後のアンケート）に回答すること  

  ・奨学金給付後に状況変化（申請書類の内容と異なった場合）があった場合は速やかに連絡をすること  

 

６  奨学生の資格喪失  

  ・A 型にあっては、留学途中及び研修途中でその権利を放棄した者（退学、 転学、休学等）  

 ・B 型にあっては、退学、転学、休学等、応募時に記載する在籍校における修学の権利を放棄した者  

※A 型、B 型ともに、資格を喪失した場合（退学、転学、休学等）は、奨学金の返還を求める 場合がある。  

 

７  応募手続き  

⑴  奨学金給付申請書（規定様式）【必須】  

⑵  本奨学金給付事業に応募した理由、給付の必要性について記した文書（規定様式）【必須】  

⑶  在学（籍）校における主たる指導者の推薦書（規定様式）【必須】  

⑷  応募時点での学業成績を証明する書類（在籍校の作成する書類）【必須】  

⑸  応募時点での外国語の運用能力を客観的に証明する書類（検定合格通知等）  

⑹  その他、当奨学財団の選考委員会が必要とする書類等  

 

８  給付候補者の選考及び給付の決定  

⑴  応募者については、当財団定款第 9 章に定める選考委員会において、次の審査を経て決定する。  

・第 1 審査：応募者から提出された申請書類による審査  

・第 2 審査：必要に応じて、応募者との面接による審査（必要な場合は、別途連絡）  

⑵  選考委員会は、選考結果を速やかに理事長に報告する。  

⑶  理事長は、理事会を開催し決定する。なお、決定後は速やかに応募者に通知する。  

⑷  理事長は、給付決定を行うにあたり、応募者に次の事項の確認をする。  

・報告書の提出義務  

＝指定された期日までに、学業成績や専門分野における修学状況及びその成果に関する報告書を提出する義

務がある  

・給付金の返済責務  

＝申請内容等に虚偽があった場合は、給付額全額を返済する責務がある  

 



9 その他  

⑴  当奨学財団が、奨学金の給付申請にかかわって知り得た個人情報については、選考・決定以外のいかなる目  

的にも使用しない。  

⑵  奨学金の給付申請に係る書類の記載内容に虚偽があることが発覚した場合や、奨学生として不適切な行為等  

があった場合には、給付した奨学金の返済を求める。  

⑶  募集要項で定めている以外の書類の提出については、必要に応じて理事長がこれを要請する。  

 

10 問合せ先  

・広島国泰寺高等学校鯉城同窓会奨学財団  電話番号  082-241-9777（鯉城同窓会併用）  

  mail address：hirokoku-rijo@outlook.jp、   rijo@orion.ocn.ne.jp 

・ホームページ「お問合わせフォーム」からメール送信  

  URL https://hirokoku-rijo.jimdofree.com  

mailto:hirokoku-rijo@outlook.jp、
mailto:rijo@orion.ocn.ne.jp
https://hirokoku-rijo.jimdofree.com/

